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本日の評価方法等について 

（第二部会） 

 

１ 評価の対象 

平成２7 年度新規事項立て研究課題 

    ※事項立て研究課題：国総研が自ら課題を設定し、研究予算(行政部費）を確保し

実施する研究課題 

 

２ 評価の目的 

  「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「国土交通省研究開発評価指針」、「国

土交通省政策評価基本計画」等）に基づき、公正かつ透明性のある研究評価を行い、

評価結果を研究の目的、計画の見直し等に反映することを目的としています。 

 

３ 評価の視点 

必要性、効率性、有効性について、以下の観点を踏まえ、国総研として実施すべ

きか、事前評価を行います。 

【必要性】科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目的の妥当性等 

【効率性】計画・実施体制の妥当性等 

【有効性】新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の育成等 

 

  ※ 「国土交通省研究開発評価指針」の改定（H26.3）に伴い、今年度からステージ

別評価を導入しています。 

    研究開発課題の目的や内容に応じ、研究課題毎に初期、中期、後期に振り分けて

評価を行います。また、評価にあたっては、それぞれの段階に応じて、以下の重視

すべき点を踏まえた評価を行います。 

   （初期：革新性、中期：実効性や実現可能性、後期：普及・発展に向けた取組） 

 

４ 進行方法 

当部会が担当となっている研究課題毎に評価を行います。 

（１）評価対象課題に参画等している委員の確認 

評価対象課題に参画等している委員がいる場合、評価に参加できない委員

の説明（対象の委員は当該研究課題の評価には参加できません。） 

＜本日の評価対象課題には、該当の委員はおられません。＞ 

 

（２）研究課題の説明（１０分） 

研究内容、必要性・効率性・有効性の観点等からの説明 

（終了 2 分前に１鈴・終了時間に２鈴、ベルを鳴らします。） 

 

（３）研究課題についての評価（２０分） 

① 欠席の委員から事前に伺っている意見の紹介（事務局） 

＜本日欠席の委員からのご意見はございません。＞ 

② 主査及び各委員により研究課題について議論 

※ 意見については「評価シート」に逐次ご記入下さい。 

③ 審議内容、評価シート及び事前意見をもとに、主査に総括を行っていた

だきます。 

 

 

 

 第 3 回（第二部会） 

資料 2  

-42-



５ 評価結果のとりまとめ 

審議内容、評価シート及び事前意見をもとに、後日、主査名で評価結果としてとり

まとめ、公表する予定です。なお、評価結果については研究評価委員会に報告します。 

 

６ 評価結果の公表 

評価結果は議事録とともに公表します。 

 なお、議事録における発言者名については個人名を記載せず、「主査」、「委員」、

「事務局」、「国総研」等として表記するものとします。 

 

 

（参考）研究評価委員会分科会（7 月開催）の開催日程  
○第１回 国総研研究評価委員会分科会（第一部会） 

平成２６年 7 月３１日（木） １０：００～１２：００ 於：三田共用会議所         

 

○第２回 国総研研究評価委員会分科会（第三部会） 

平成２６年 7 月３１日（木） １３：３０～１４：３０ 於：三田共用会議所 

  

●第３回 国総研研究評価委員会分科会（第二部会） 

平成２６年 7 月３１日（木） １５：００～１７：００ 於：三田共用会議所 
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研究概要書：みどりを利用した都市の熱的環境改善による 

低炭素都市づくりの評価手法の開発 
 

研 究 代 表 者 名：都市計画研究室長  木内望 
技 術 政 策 課 題：持続可能で活力ある国土・地域の形成と経済活性化 
関 係 研 究 部：都市研究部、建築研究部 
研 究 期 間：平成２７年度 ～ 平成２９年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約６０百万円 
技術研究開発の段階：中期段階 

 

 
 
１．研究の概要 

 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき実施される「みどり分野」の取組について

は、みどりの量的な把握が困難なため、その低炭素効果は CO2 固定・吸収換算量の推定に

留まっている。一方、CO2 排出削減への要請の高まりに対応し、みどりの多様な低炭素効

果を適切に予測、評価する手法の開発が急務となっている。 

このため、本技術開発では、高密度航空レーザ計測データを用いて都市内のみどりを立体

的な量で捉え、熱や風の流れを分析する CFD 解析手法を用いて、みどりによる市街地の熱

的環境の改善を通じた、建築物の冷暖房負荷低減による CO2 排出削減効果を予測・評価す

る手法を開発する。 

 
２．研究の目的 
本研究は、公園緑地等における直接的な CO2 固定・吸収換算量と同程度に CO2 排出削減

効果が高い都市内のみどりの蒸発散、緑陰等からもたらされる市街地レベルの熱的環境の

改善や、周囲の建築物の冷暖房負荷低減等による低炭素効果を算定する手法を確立し、都

市の熱的環境の改善に資するみどりの適切な配置による効果的、効率的な低炭素都市づく

りの推進に資するものである。このために、市街地における捉えにくい、みどりの量を３

次元で把握する手法の開発や、蒸発散や緑陰等により、みどりが周囲の建築物の熱的環境

に及ぼす影響を、熱や風の流れを分析する CFD の手法により市街地・街区レベルの再現、

都市の熱的環境改善と地球温暖化対策に資する、効果的な緑化手法の検討に取り組む。 

 
３．自己点検結果 
（必要性） 

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づくガイドライン等の発出により、みどりによ

る二酸化炭素吸収量の算定式は国から示されたため具体的な施策の実施が可能となったが、

みどりを用いた熱環境対策による低炭素化効果については、効果が認められているものの

具体的な換算手法が確立されていないため、COP 対応等の CO2 排出削減の取組みを強化し

ていく上で、施策効果を示すための換算手法の確立が急務となっている。 
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（効率性） 
研究の実施に当たっては、開発する成果が速やかに普及するように、国土交通省都市局

や地方公共団体等と連携して取り組む。また、既に国総研で研究に着手している航空レー

ザによるみどりの３次元把握手法や、開発済みのヒートアイランドの評価プログラムなど

を高度化、機能拡充して用いることで効率的に実施する。 

 

●研究の実施体制 

国総研の都市研究部・建築研究部を中心に研究を進め、適宜、関連した研究を行っ

ている大学や研究所の研究者より助言を受けることとする。また、開発する成果が速

やかに普及するよう、本省や地方公共団体との連携を図る。 

 

●研究の年度計画と研究費配分 

年度計画と研究費配分 

区分 

（目標、テーマ、分野等） 

実施年度 
総研究費 
約５２ 

［百万円］

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 研究費配分

市街地のみどりの量と熱的環境に及ぼす効

果の実態調査分析 

   
約１２ 

［百万円］

みどりが都市の熱的環境に及ぼす影響の街

区モデルの再現、評価 

   約１２ 

［百万円］

各種市街地条件におけるみどりの配置計画

のケーススタディ 

   
約２０ 

［百万円］

みどりの多面的効果の評価マニュアル案の

作成 

   
約８ 

［百万円］

レーザー計測・

冬季の分析
夏季分析

評価モデルの 
機能向上

キャリブ 
レーション 

評価 
手法 

計画 
手法 

ケース 
スタディ

活用手法 
の検討 
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（有効性） 
本研究による成果である、市街地の緑化による熱的環境の改善を通じたＣＯ２排出削減

効果の予測・評価に関するモデル・手法の普及を図り、「みどりの多面的効果を踏まえた計

画・評価マニュアル案」における利用方法の解説を通じて、地方公共団体の低炭素都市づ

くりを支援を支援する。さらにまた、研究成果の普及と活用に向けて、マニュアル案の頒

布や研修等を実施し、地方公共団体等におけるみどりに係わる多面的効果を踏まえた定量

的目標を掲げた低炭素まちづくり計画の策定を促す。さらにこういった場などを通じて、

効果的な緑化を促進するための計画の策定手法や、緑化率に関する規定の合理化の提案な

ど合理的な施策の実施方法などに関して、地方公共団体等への技術的知見の提供を図る。 

これらにより、市街地の民有地を含めたみどりの効率的な把握手法の実用化や、都市の

熱的環境の改善に資するみどりの適切な配置による都市緑化の推進を通じて、効果的、合

理的な低炭素まちづくり計画の策定等、低炭素都市づくりの推進と都市レベルから単体建

築物への低炭素化の取組みに寄与し、COP19 に基づく我が国の 2020 年度までのＣＯ２排出

量削減目標（2005 年度比で３.８％減）の達成、2020 年からの削減目標の設定等に向けて、

貢献を図る。 
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研究概要書：共同住宅等における災害時の高齢者 

・障がい者に向けた避難支援技術の評価基準の開発 
 

研 究 代 表 者 名：住宅研究部 住宅生産研究室 室長 布田 健 
技 術 政 策 課 題：（１）安全・安心な社会の実現。 
関 係 研 究 部：建築研究部 
研 究 期 間：平成２７年度 ～ 平成２９年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約４２百万円 
技術研究開発の段階：中期段階 

 
 
１．研究開発の概要 

 現在、共同住宅等における日常生活のバリアフリー対応技術については整備が進められ

ているが、災害時の避難弱者に向けた支援技術、いわゆる非常時のバリアフリーについて

は未だ課題は多い。本研究は、避難計画及び避難支援技術の体系的整理をした上で、建築

人間工学的実験に基づいた下方避難支援技術並びに建築関連法令に向けた評価基準の開発

を行う。 

 

２．研究開発の目的・目標 
 上記研究開発により、共同住宅の既存ストックにおける火災時等の高齢者・障がい者等

に向けた避難支援技術、並びに建築関連法令に向けた評価基準に資する事を目的とする。

本研究のアウトプットとしては、①新たな避難支援技術の提案と建築関連法令への技術基

準の反映 ②避難支援技術の性能評価法及び維持管理手法の開発 が挙げられる。またア

ウトカムとしては、①多くの対象者に向け安全性が向上した共同住宅の普及 ②新たな避

難技術の開発による設計自由度の向上 が挙げられる。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 
 高齢化の進展や東京パラリンピック（H32）等、バリアフリー化技術の高度化による、安

全・安心な社会実現を目指す観点からその必要性は高い。また平成 22 年に閣議決定された

「中古住宅・リフォームトータルプラン」に掲げられている「ストック型の住宅市場の環

境整備」に資するものであり、その必要性は高い。 

（効率性） 
 本研究で目標とする成果は基準への反映が想定されるため、中立的な国の機関が研究を

進め技術基準を明確化することで、民間の技術開発や最適設計を促し効率性が向上する。

また、日本建築学会の特別調査委員会等、東日本大震災を契機に発足した組織と連携し情

報共有することで、研究の効率的・合理的な実施を図る。 
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●研究の実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●研究の年度計画と研究費配分 

 

年度計画と研究費配分 

区分 

（目標、テーマ、分野等） 

実施年度 
総研究費 
約４２ 

［百万円］

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 研究費配分

1.避難計画及び避難支援技術の体系的整理

   
約６ 

［百万円］

2.新たな避難支援技術の評価基準の整備に

   向けた人間工学的実験 

 

   
約２６ 

［百万円］

3.性能評価法及び維持管理手法の確立 

   

約１０ 

［百万円］

（有効性） 
 災害時の高齢者・障がい者に向けた避難に関する研究は途上にあり、研究に不可欠であ

る体系化を行うことでコストなどを考慮した最適基準を明らかする事が出来る。また、新

たな避難支援装置及び避難方法の創出は、先行する日本の高齢化対応技術の海外展開に向

けて有効である。 

人間工学的実験 

避難支援技術の基準（案） 

試験体作成 

情報収集分析整理 

実験装置作製 

避難計画マニュアル（案）

避難支援装置ガイドライン（案） 
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）
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。
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。
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研究概要書：地震誘発火災を被った建築物の安全性・再使用性評価法 

に関する研究 
 

研 究 代 表 者 名：建築研究部 防火基準研究室 主任研究官 鈴木淳一 
技 術 政 策 課 題：安全・安心な社会の実現 
関 係 研 究 部：  
研 究 期 間：平成 27 年度 ～ 平成 29 年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約 75 百万円 
技術研究開発の段階：中期段階 

 
 
１．研究の概要 

過去の震災等に基づき推定される震災被害想定においては、地震被害によって誘発され

る火災により、首都直下地震では最大で約 41 万棟、南海トラフ巨大地震では最大 75 万棟

の地震誘発火災の被害が想定されている。その大半は木造であるが、中高層の耐火建築物

の被害も数万棟に達すると推定される。耐火建築物の場合には火災に対する堅牢性から、

復旧・復興段階における再利用に対して高いニーズがあるが、その可否を迅速・的確に評

価する技術は確立されていない。本研究では、震災後の安全性確保と効率的な震災復興を

実現可能とするために、地震誘発火災被害を受けた建築物の安全性・再使用性の評価法に

関する研究を行う。 

 
２．研究の目的 
地震誘発火災による被害を受けた中高層の耐火建築物を対象として、①震災直後の避難

場所の確保・避難困難者数の抑制・二次災害の防止を目的とした危険度判定方法の構築、

ならびに、②被災建築物を活用した早期・効率的な震災復興に必要となる、当該建築物を

修復して再使用するための評価技術の構築・体系化を目的とする。目標は、地震誘発火災

を受けた建築物に対する応急危険度判定マニュアル(案)と地震誘発火災をうけた建築物の

再使用性評価に関するガイドラインを作成することである。 

 
３．自己点検結果 
（必要性） 

今後想定される首都直下地震等では、地震直後に耐火建築物内、周囲の建築物などから

の出火・延焼により甚大な被害が発生する恐れがある。震災直後の人命保護、早急な復旧

復興の観点から、地震誘発火災の被害を受けた建築物の震災直後の余震等に対する危険度

判定方法の構築、被災建物を有効活用するための再使用性評価技術の構築・体系化が必要

である。 

 

（効率性） 
国土交通本省との連携、独立行政法人建築研究所との共同研究および、応急危険度判定

協議会、大学、民間の建設会社・設備メーカー、火害診断・調査組織等の幅広い関係者の

参画により、効率的な調査体制の確立と実効性のある体制を組織のうえ、研究を推進する。
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ガイドラインを検討する上では、全体の情報を整理し、これをもとに、大学、建設会社等

の協力を得て(独)建築研究所と実験を実施する。地震火災に関する応急危険度判定等の検

討においては、本省および応急危険度判定協議会と連携を取り検討する。 

 

●研究の実施体制 

研究の実施にあたっては本省住宅局、建研、協議会と密接に連携を取るとともに、大学、

学術団体、建設会社および火害診断・調査組織等との協力を取りつつ進める。テーマの内

容に従い委員会を設置して、関連組織からの情報を集約しながら研究を進める。 

国総研 建築研究部

（研究の実施・総括）

(独)建築研究所
大学、NIST等
(技術資料提供、

実験協力等)

本省 住宅局

（方針の確認、成果活用）

全国被災建築物応急危険度
判定協議会

（調査協力、成果活用）

検討委員会

（情報の集約）

ゼネコン
設備メーカー等

(成果活用、実験協力)

日本建築学会
日本火災学会

(調査協力)

火害診断・調査組織
損害保険料率算出機構

(調査、実験協力)

 
●研究の年度計画と研究費配分 

年度計画と研究費配分 

区分 

（目標、テーマ、分野等） 

実施年度 
総研究費 
約 75 

［百万円］

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 研究費配分

地震誘発火災による建築物・設備等の被

害・対策技術の類型化 

   
約 12 

［百万円］

地震誘発火災を被った主要構造部等の再使

用のための性能評価技術の構築・体系化 

   

 約 53 

［百万円］

地震誘発火災を被った建築物の応急危険度

判定方法に関する検討 

   

約 10 

［百万円］

 

火害診断・再使用対策の調査 
耐震・防火対策等の調査 

マニュアル(案)作成 

実験による復旧性の検討 

評価基準の検討 

判定方法に関する検討 

実験による損傷性の検討

ガイドライン作成 

事例集の作成 
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（有効性） 
被災建築物の応急危険度判定時の調査項目へ地震誘発火災を追加することにより、震災

直後の二次災害に対する被災者の安全性確保が可能となる。また再使用性評価ガイドライ

ンの活用により、評価・復旧手法の標準化による効率性の向上、被災建築物の補修・補強・

再活用による取壊・新築に対して低コスト・効率的な震災復興が見込める。耐震防耐火性

の優れる建築物への誘導施策等により、民間における耐震耐火技術および復旧技術の開発

が促される。 
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等
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震

災
後

の
復

興
が

可
能

と
な

る
。

高
い

耐
震

防
耐

火
性

を
有

す
る

建
築

物
普

及
に

向
け

た
誘

導
施

策
（

本
省

）
・

高
い

耐
震

防
耐

火
性

を
有

す
る

建
築

物
普

及
に

向
け

た
誘

導
施

策
等

に
よ

り
、

民
間

に
お

け
る

耐
震

耐
火

技
術

お
よ

び
復

旧
技

術
の

普
及

お
よ

び
新

た
な

技
術

開
発

が
促

さ
れ

る
。

②
地

震
誘

発
火

災
を

被
っ

た
主

要
構

造
部

等
の

再
使

用
の

た
め

の
性

能
評

価
技

術
の

構
築

・
体

系
化

・
地

震
誘

発
火

災
の

被
害

を
想

定
し

た
実

験
に

よ
る

損
傷

の
定

量
化

・
　

　
　

〃
　

　
の

被
害

の
復

旧
方

法
の

検
証

・
　

　
　

〃
　

　
を

被
っ

た
建

築
物

の
再

使
用

性
評

価
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

作
成

③
地

震
誘

発
火

災
を

被
っ

た
建

築
物

の
応

急
危

険
度

判
定

方
法

に
関

す
る

検
討

・
地

震
誘

発
火

災
直

後
の

建
築

物
の

安
全

性
評

価
基

準
等

の
検

討
・

　
　

〃
　

　
　

に
対

す
る

応
急

危
険

度
判

定
、

被
災

度
区

分
判

定
の

検
討

・
　

　
〃

　
　

　
を

受
け

た
建

築
物

の
応

急
危

険
度

判
定

マ
ニ

ュ
ア

ル
(案

)の
作

成
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